
議案第１２号 

 

市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会 

教育長の給与等に関する条例の一部改正について 

 

市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会教育長の

給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

 

平成２２年２月２３日 提出 

 

 

北本市長 石 津 賢 治 

 

 

市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会教育

長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年条例第９

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１号中「９０９，０００円」を「９０２，０００円」に改

め、同条第２号中「７６８，０００円」を「７６２，０００円」に改

める。 

（北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年条

例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「７１０，０００円」を「７０５，０００円」に改める。 

 

附 則 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 


